
滋賀県におけるUPZ内の一般住民の防護措置

 原子力災害対策本部は、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時500μSv超過の
区域に対して数時間から1日以内に避難を、毎時20μSv超過の区域に対して概ね1週間程度内に一
時移転を指示。

 原子力災害対策本部の指示に基づき、高島市災害対策本部より、防災行政無線、広報車、緊急速
報ﾒｰﾙｻｰﾋﾞｽ、ＴＶ、ﾗｼﾞｵ等を用いて一時移転等の指示を伝達。

 当該住民は避難計画で定めている避難先へ一時移転等を実施。
 滋賀県では、渋滞抑制の観点から、原則ﾊﾞｽによる移動を実施。

＜UPZ内市町の避難先＞

※平成28年１月１日時点

市町名 県内避難先 県外避難先

高島市
（571人）

高島市内 大阪府
大阪市、枚方市

高槻市
（合計：571人）

地域コミュニティの確保と行政支援継続の観点から、高
島市内、県内避難を優先的に検討し、自然災害等により
県内での受入れが困難な場合は県外に避難。

高島市災害対策本部

一時移転等の指示

屋内退避

一時移転等対象者

徒歩等

バス等

避難先施設

集合場所

住民
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※バス等による
移動
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